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仕 様 書 

 

１ 件名 

令和５年度 東北総合通信局公用車運転等業務の委託 【単価契約】 

 

２ 契約期間 

契約日から令和６年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

（１） 業務の範囲 

ア 東北総合通信局（以下「当局」という。）が指定した日時における、当局管理車両の運転 

イ 運行前点検、洗車、清掃 

ウ 燃料の給油 

エ 事故処理に関する諸業務全般（事故の際の交渉、補償等一切） 

オ その他、付随する業務 

（２） 業務の遂行体制 

ア 受託者は、管理車両に係る運行管理業務の責任者となる「運行管理責任者」を定

め、適宜の様式により当局に通知すること。 

イ 当局は、運行管理業務が必要となった場合、原則として出発日の１４日前までに別

記「運行計画書」により運行管理責任者に通知する。ただし、詳細なタイムスケジュー

ル等については出発日の２日前までに通知する。 

なお、災害等緊急時においては、速やかに運行管理業務を依頼する場合がある。 

ウ 運行管理責任者は、当局からの通知に基づき、管理車両の運転手（以下「委託運転手」

という。）に対し、業務の指示、指揮監督を行うものとする。 

エ 委託運転手は、運行管理責任者の指示により、運転業務及びその他の業務を行う

ものとする。 

オ 予定された委託運転手が体調不良等により業務に携われない事態が生じた場合

は、直ちに代替の委託運転手を手配し当局用務に支障を来さないこと。 

カ 受託者は、運行管理業務が発生の都度、対象車両について自動車任意保険を付保

すること。付保に当たっては、次の条件以上とすること。 

   ＊対人：無制限 ＊対物：無制限（免責10万円） ＊車両保険：時価（免責20万円） 
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（３） 業務の時間等 

ア 運転業務を行う時間は、原則として開庁日の午前５時～午後１０時までのうち、当

局が指定した８時間又は４時間とする。 

イ 上記アを基本契約時間とし、必要があるときは、８時間を超える場合及び閉庁日に

おいても、業務を委託することができるものとする。 

ウ 必要があるときは、宿泊を伴う業務を委託することができるものとする。 

 

 

４  予定数量 

 委託時間等 委託予定回数、時間 

 

平日 

4 時間  ６回 

8 時間  ４回 

時間外労働時間 ５時間 

深夜料金(22 時～5 時)   ２時間 

 

休日 

４時間  ３回 

８時間  ２回 

時間外労働時間 ２時間 

深夜料金(22 時～5 時)  ２時間 

 宿泊手当  ２泊 

※ 予定日数等は目安であり、年間調達日数を保証するものではない。 

※ 委託時間には、運転業務のほか運行前点検、洗車、清掃及び燃料の給油 

  等に要する時間を含むものとする。 

※ 運転業務に付随して発生する燃料代、駐車場代、有料道路通行料等及び 

委託運転手の宿泊代は当局が負担する。 

 

 

５ 管理車両 

 

名称 車種 
初年度登録 燃料の種類 

排気量 定員 

局長車 トヨタ アルファード 

令和 4 年 4 月 ガソリン 

2.49ℓ 7 人 
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検査車 日産 プレサージュ 

平成 17 年 3 月 ガソリン 

2.48ℓ ８ 人 

小型移動電源車 日産 エクストレイル 

平成 24 年 3 月 ガソリン 

1.99ℓ ２ 人 

電源運搬車 いすゞ コモ 

令和 3 年3 月 軽油 

2.48ℓ ６ 人 

総合監視車 日産 キャラバン 

平成28年 3 月 軽油 

2.48ℓ 5 人 

緊急車 日産 エクストレイル 

令和 2 年 6 月 ガソリン 

1.99ℓ 5 人 

探査車 日産 エクストレイル 

平成 30 年 2 月 ガソリン 

1.99ℓ 5 人 

レンタカー ［契約業者］ニッポンレンタカー東北株式会社 

 

 

６ 委託運転手の資格要件 

（１） 委託運転手は、当局管内における運転従事歴３年以上を有し、過去３年に道路交通

法の行政処分（免許取消、免許停止）を受けていないこと。 

（２） 心身ともに健康であり、本業務を安全に遂行することに問題がないこと。 

（３） 受託者が直接雇用している従業員であること。 

（４） 普通自動車免許を有していること。 

（５） 令和５年４月１日時点で満 ７０ 歳以下の者。 

（６） 労働保険に加入していること。 

 

 

７ 委託運転手の責務 

（１） 身だしなみに気を配り、清潔感のある業務に相応な服装を身に着けること。 
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（２） 管理車両の利用者に対して丁寧な対応を心掛け、礼節を重んじること。 

（３） 業務遂行に支障を来さないよう、常に時間厳守を心掛けること。 

（４） 管理車両を清潔に保つこと。 

（５） 管理車両及び附属品を確認し、運転業務に支障を来さないよう努めること。 

（６） 運転業務前後には、運行管理責任者による道路交通法施行規則に基づく酒気帯びの有無の

確認を行うこと。 

 

 

８  業務の確認及び報告 

委託運転手は、業務実施後にあっては「自動車運転記録簿」（以下「記録簿」という。）を速やか

に当局総務部財務課(電話022-221-0701)（以下「主管課」という。）へ提出し、担当職員

の確認を受けること。 

また、運行管理責任者は、一箇月ごとの運行管理業務の実績を「運行管理実績報告書」

（以下「報告書」という。）に取りまとめて、翌月速やかに主管課へ提出すること。 

なお、記録簿及び報告書の様式は別途指示する。 

 

 

９ 請求書の提出 

請負者は、報告書の実績に基づいて一箇月分の請求書を作成し、翌月速やかに提出するこ

と。なお、令和６年３月実績分の請求書については、令和６年４月８日までに提出すること。 

また、立替払をした費用（宿泊代、駐車場代等）についても、上記請求書に含めて請求

するとともに、立替払した際の領収書等の写しを添付すること。 

 

 

１０ その他 

（１） 詳細については、主管課の指示によること。 

（２） 受託者（運行管理責任者及び委託運転手を含む）は、業務遂行上知り得た情報、秘密等

を他に漏らし又は利用しないこと。契約期間終了後も同様とする。 

（３） 本仕様書に定められていない事項について、業務遂行上必要な場合は主管課と協

議し決定すること。 


